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３．「障害福祉サービス等事業者における経営情報の見える化」について

・ 経営情報の報告について（R7.8月～）

・ 報告方法・報告単位・報告期限等について

・ システムへの入力について

・ よくある質問について

令和８年１月 岐阜県障害福祉課 集団指導（全サービス共通編）資料抜粋
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毎年度、7月末までに
４月１日時点の情報
を情報公表システム
（WAMNET）を利用
して県へ報告
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報告方法・報告単位等について

報告方法

報告対象

報告単位

報告期限

（独）福祉医療機構が運営する情報公表システム（WAMNET）を利用し、直接入力

原則、すべての障害福祉サービス事業者等

原則、サービス単位で報告

毎会計年度終了後、３か月以内

※ 令和６年度決算情報は、令和８年３月末までに報告
※ 令和７年度決算情報は、令和８年４月から入力可能

（減 算）

毎年度、報告期限までに経営情報の報告がない場合は、未報告減算の対象

例：令和８年３月末日までに報告がなされなかった事業所は、報告の時点
（令和８年４月１日）に遡って減算の対象

報告事項

①基本情報（法人番号、会計年度、決算月、会計期間、法人が採用する会計基準等）

②事業所又は施設の収益及び費用の内容

③職種別の職員数・職員給与の状況
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報告期限の例 令和６年度決算情報（会計年度の始期 R6.1～12月） → 令和８年３月末まで

令和７年度決算情報（会計年度の始期 R7.1～12月） → 会計年度終了後３月以内

12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

R6.12月～R7.11月 （11月決算）

令
和
６
年
度
決
算
情
報

令
和
７
年
度
決
算
情
報

R7.10月～R8.9月 　（9月決算）

R7.7月～R8.6月 　（6月決算）

R6.4月～R7.3月 　（3月決算）

R6.7月～R7.6月 　（6月決算）

会計期間

R7.1月～R7.12月　（12月決算）

R7.4月～R8.3月 　（3月決算）

Ｒ８年度

R6.10月～R7.9月  （9月決算）

R6.1月～R6.12月　（12月決算）

報告期限：3月末

報告期限：3月末

報告期限：6月末

報告期限：9月末

報告期限：12月末
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12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令
和
６
年
度
決
算
情
報

令
和
７
年
度
決
算
情
報

R7.10月～R8.9月  （9月決算）

R7.7月～R8.6月 　（6月決算）

令和７年度

R6.4月～R7.3月 　（3月決算）

R6.7月～R7.6月 　（6月決算）

会計期間

R7.1月～R7.12月　（12月決算）
R7.2月～R8. 1月  （ 1月決算）
R7.3月～R8. 2月  （ 2月決算）

R7.4月～R8.3月 　（3月決算）

令和８年度

R6.10月～R7.9月  （9月決算）

R6.1月～R6.12月　（12月決算）

R6.12月～R7.11月 （11月決算）

①報告期限：3月末

②報告期限：6月末

報告期限：6月末

報告期限：9月末

報告期限：12月末

報告期限の例 令和６年度決算情報（会計年度の始期 R6.1～12月） → 令和８年３月末まで

令和７年度決算情報（会計年度の始期 R7.1～12月） → 会計年度終了後３月以内

注意事項

①令和６年度決算情報の報告は、令和８年
３月末までに入力してください。

②12月決算、１月決算、２月決算の事業所
においては、令和７年度決算情報の報告
を令和８年４月～６月の間に入力してく
ださい。
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障害福祉サービス等情報公表システム（WAMNET）への入力

システムへの経営情報の入力にあたっては、以下の説明資料を参考にしてください。

掲載先： 厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001530140.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001530140.pdf
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